
日本病院会 2023 年度 第 6 回定期理事会報告 2024.3.23（於 ホスピタルプラザビル） 

 

〔承認事項〕 

1. 会員の状況：2023 年以降は増加傾向にはあるものの、相澤会長としては支部を現在の 24 から増や

しつつ、会員病院は 3,000 まで増やしたいと考えている。さらなる勧誘をお願いしたい。

 



 
 

・都道府県別にみると、新潟県、京都府、長野県の会員率は高いが、10％前後の県もある 

 

 
 

2. 人間ドック健診施設機能評価認定承認 

成田記念病院、オリエンタルクリニック、豊田厚生病院他が更新認定の承認を受けた 

3. 日病モバイル提携の解約について 

フロンティアフィールド社との交渉決裂。導入 52 病院へ、その旨説明する 



〔報告事項〕 

1. 日病協診療報酬実務者会議 

・ 第 220 回 ～ 中医協総会（第 580～584 回）の報告 

賃上げに向けた評価の新設について、ベースアップ評価料は全て賃上げに使用しなければなら

ないが、どのように分配したのか等までは問われないと考えている 

・ 第 221 回 ～ 中医協薬価専門部会（第 223 回）、総会（第 585 回）の報告 

賃上げ・基本料等の引き上げについて、「賃上げ促進税制」は社会福祉法人や公的病院は対象

外となるので注意である。4 月分、5 月分に賃金のベースアップした分においても本評価料の

算定に加えることができるとの発言があった 

救命救急入院料について、特定集中治療室管理料は宿日直の許可を得たまま稼働できる 5、6 

が新設されたが、救命救急入院料は宿日直の許可に関する対応がなく、宿日直を得ている病院

は救命救急入院料を算定できなくなった。しかし、全国の病院の中には昔から宿日直の許可を

得たまま ICU 等をおこなっているところも多く、宿日直の許可を得ることにより救命救急入院

料が算定できなくなることを知らない病院も多く存在することが考えられ、全国の病院で混乱

が起きるようなら、厚労省に訴える必要がある等の発言があった 

急性期一般入院料 1 は重症度、医療・看護必要度Ⅱで算定しなければならなくなったが、経

過措置がないために移行対応が厳しい病院もあるのではないかとの発言があった。 

初期診療後の救急患者の転院搬送に対する評価について、搬送先においては特別な関係のと

ころへの搬送は算定できない。地域によっては搬送先が限られており、この制限は厳しいとの

発言があった 

2. 中医協（第 585 . 586 回）について 

・ 高額医薬品（ゾコーバ）への対応について 

緊急承認後 1 年経過、改めて薬価について検討することが必要 

推定使用患者数は、令和 5 年 3 月 31 日の一般流通開始から令和 6 年 2 月 11 日までで約 100 万

人。うち自己負担なしの時期（令和 5 年 3 月 31 日～10 月 15 日）：約 80 万人、一部自己負担

ありの時期（令和 5 年 10 月 16 日～令和 6 年 2 月 11 日）：約 18 万人→直近の期間の推計から

単純に換算すると年間でおよそ 54 万人、280 億円程度の市場規模となる。 ⇒ 直近の市場規模

は当初の予測と同程度で、市場規模及び予測販売額比のいずれも再算定の適用要件に該当しな

い。また、急激な使用実態の拡大もないことから、市場拡大再算定ルールにも該当しない。よ

って現行の薬価と同額にすることが適切と判断する 

3. 四病協について 

・ 病院医師の働き方検討委員会～医師の働き方改革に関する状況調査 

（対象施設 5,425・回答施設 1,306・回答率 24.1%・ 令和 6 年 1 月 29 日～2 月 9 日） 

2023 年度見込みで、960 時間を超える時間外労働をする医師については 76.9％の医療機関が

0、1,860 時間超については、3.3％の医療機関が 1 人以上あり 

宿日直許可取得の有無について、70.1％が病院全体で宿日直許可を取得済み、一部の診療科、

一部の時間帯のみで取得している医療機関も 19.4％だった。 宿日直許可を取得していない医

療機関のうち、71％の医療機関が申請し結果待ち、または準備中であった 

2024 年 4 月以降に予定している特例水準については、A 水準 92.2％、B 水準 15.5％、連携 B 



水準 6.6％、C-1 水準 5.1％、C-2 水準 0.9％だった。（複数選択可）  

医師の働き方改革の影響については、約半分の医療機関が何かの影響があり、他院からの派遣

医師を中止すると連絡があったかについては、84.7％が特に連絡はないと回答した。医師派遣

を行っている医療機関の 64.3％は今後の中止・削減を行う可能性はないが、約 3 割が場合に

より中止・派遣を検討すると回答した 

医師派遣の中止・削減を行う理由は、86.4％が医師の働き方改革への対応と回答した 

医師の働き方改革に伴う影響についての自由記載では、救急医療提供体制を維持できるかを懸

念する意見や既に医師確保が難しくなっているなど深刻な回答が多数あった 

・ 総合部会 

予備自衛官について：松本尚防衛大臣政務官より、防衛省における衛生機能の強化について、

自衛隊病院の機能強化等の施策に加え、国家の緊急事態においては、いざという時に急速に集め

ることができる予備の防衛力が医療職を含め必要となるため、予備自衛官制度を活用して民間の

力を借りたいとして、制度の概要について説明があった 

医療法人に関する調査及び分析等について：厚労省医政局医療経営支援課より、「医療法人の経

営情報のデータベース」制度の報告状況について、事業報告書等の未報告法人が一定数あり、経

営情報、職種別給与費においては提出率が 2 割程度にとどまっていることから、報告を促す通

知を発出する予定 

 

4. がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会 

 



 
 

5. 社会保障審議会医療部会 

・ 地域医療構想の更なる推進について 

 

 



 ○ 地域医療構想については一定の進捗が認められる。 

・ 2015 年から 2022 年にかけて、病床機能計及び高度急性期・急性期・回復期・慢性期それ

ぞれにおいて、必要量に近づいている。特に病床機能計の乖離率は＋5.0%から＋0.7%に縮小

している 

・ 病床機能報告上の病床数と 2025 年の必要量との乖離の変化（2015 年→2022 年）を構想

区域別にみると、病床機能計、急性期、回復期において、乖離率・乖離数いずれでみても、

全体として乖離は縮小している傾向にある 

・ また、重点支援区域においては、13 道県 20 区域を選定しており、うち 4 区域が再編済で

ある。 再編によって、地域における救急医療体制の確保につながった事例や急性期と回復期

の連携強化・ 充実が見込まれる事例がある 

○ 一方、構想区域によっては、依然としての大きい乖離が残っている区域があるため、必要

量との乖離の状況について、構想区域ごとに確認・分析を進めていく必要がある 

 

 

 
 

6. 医師の働き方改革の推進に関する検討会について 

〇厚労省は、医師の働き方改革制度施行に向けた進捗状況を報告した 

・医療機関勤務環境 評価センターへの受審申込受付数は 483（当初の想定は 1,500） 

C-2 水準審査にて承認となった医療機関数は、小児科 2、外科 8、産婦人科 5、脳神経外科 2 

C-2 水準の対象技能となり得る具体的技能の考え方は、審査事例を重ねる中で定期的な見直しを行



っていくこととし、令和 6・7 年の厚生科学研究結果を活用することを予定している 

・面接指導実施医師の養成については、令和 6 年 3 月時点で 9,786 名に修了証を発行した 

〇昨年実施した第 5 回医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査についても報告された 

期間は令和 5 年 10 月 30 日～11 月 30 日、対象は全ての病院及び分娩を扱う有床診療所 

・医師の働き方改革の施行に伴う診療体制の縮小見込みの有無については、見込み「有」が 457 医

療機関で、そのうち自院の診療体制の縮小による地域医療提供体制へ影響があるとしたのは 132、

影響なしは 77 だった 

・医師の引き揚げによる診療体制への縮小が見込まれる医療機関数は 49 で、そのうち 21 は自院の

診療体制の縮小により地域医療提供体制への影響もありと回答した 

・複数の構成員から、診療体制の縮小の見込み有と回答があった地域の救急など地域医療への影響

は、制度施行後も調査していくことが重要といった意見があった 

7. 「かかりつけ医機能報告制度」創設に向けた提言を厚労大臣あてに行った 

 

文責：谷口健次（小牧市民病院） 


